
指定金融機関制度の意義・経緯について

資料５
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指定金融機関制度の性格

預金制度（指定金融機関制度） 金庫制度

根拠 地方自治法§235、地方自治法施行令§168～§168-3 旧地方自治法施行令§164～§171

公金の受入れ形
態

・当該金融機関の預金として受入れ
・公金に係る現金の所有権は当該金融機関に移転した上で、地方公共団体
は公金に係る預金相当額の返還請求債権（預金債権）を有するもの
・他の預金等との資金とともに当該金融機関において運用が可能

・当該金融機関の預金等の資金とは区分して保管
・地方公共団体の支払に支障がない範囲において、保管に係る公金の一部
の運用が可能、利子の支払の義務付け

※昭和25年地方自治法施行令改正により、預金としての受入れへ改正

法的性質 ・地方公共団体の公金を預金として受け入れる一法人としての位置付け
・法律による委任により地方公共団体が行うべき公金の収納・支払事務を
取り扱わせる一法人としての位置付け

・地方公共団体が決定した収納・支払を執行する地方公共団体の機関とし
ての位置付け

収納方法 ・納入通知書等に基づき地方公共団体の委任を受けた一法人として収納
（具体的な手法）
現金、証紙、口座振替、証券、証券の取立て及びその取立てた金銭によ

る納付の委託

・地方公共団体の収入の命令に基づき地方公共団体の機関として収納

支払方法 ・会計管理者が振り出す小切手又は会計管理者の通知に基づき地方公共団
体の委任を受けた一法人として支払
（具体的な手法）
小切手、現金、隔地払、口座振替、証券納付

・出納長等による命令に基づき地方公共団体の機関として支払

○ 地方公共団体に代わって金融機関に公金の出納及び保管を行わせる制度として、金庫制度が明治33年から府県について設けら
れたところ。金庫制度は、当該金融機関を地方公共団体の機関として位置付けて公金の出納及び保管を行わせることとしたもの。

○ その後、地方公共団体の現金の受入れの方法を金庫である金融機関の預金とすること（公金の保管に関する事務を金庫として
の金融機関の役割から廃止）等、国庫について先行して導入されていた預金制度としての要素も取り入れていき、昭和38年地方
自治法改正において、全面的に預金制度であることを前提として地方公共団体の収納又は支払に関する事務を地方公共団体とは
別の一法人である金融機関に行わせることとした指定金融機関制度が導入されたところ。

○ 国庫についての預金制度とは違い、地方公共団体の現金を指定金融機関の預金として預け入れること等を定める規定は指定金
融機関制度においては存在しないが、指定金融機関に地方公共団体の預金口座があることを前提として、地方公共団体の収納・
支払に関する制度が構築されている。



2

国庫金に係る預金制度の特色

金庫制度においては、国庫金が金庫に保管されている間は、民間金融に供する一般銀行営業資金と隔絶されるのに対し、預金制度に
おいては、国庫金が預金として受け入れられた後においては、他の資金と一緒に経理され、国は現金に対する所有権を持つことなく、
ただ、銀行に対し返還を請求し得る債権だけを持つ関係に立つ。また、金庫制度においては、国庫金の支払には支払命令書が用いられ
ていたが、預金制度においては、国庫金の支払は政府預金の払出しであり、これは民間の小切手による銀行当座取引と全く同様に政府
小切手が使用される（会計法第一五条、第四九条）。この預金制度の特色を金庫制度に対比すると次のとおりである。
① 金庫制度においては、国庫金は銀行の一般営業資金とは完全に分離して保管され、金融市場との流通が絶たれるが、預金制度にお

いては、国庫金は日本銀行に対する政府の預金であり、銀行の営業資金と一体となることから金融市場との流通も可能となった。
② 金庫制度においては、政府は全国各地に散在する金庫に常に相当額の支払資金を置く必要があるため、資金効率がはなはだ損なわ

れた。しかし、預金制度においては、政府資金はすべて日本銀行本店に集中して、そこに預金を置けば足りるから、支払資金の節
約と効率化を図ることができる。この関係は代理店引受銀行の場合にもっとも明瞭で、引受銀行は国庫金の取扱いによって自行の
資金効率を高めることができる。

③ 金庫制度においては、国庫金の払出しには一般に流通性がない支払命令書によったが、預金制度においては、国庫金の払出しには
政府小切手が使用される。この政府小切手は、小切手法の適用を受け、支払が確実であり、またその支払期間は一年の長期であり、
完全な有価証券として、民間小切手とともに流通し、金融機関を利用して交換決済されることも多く、信用取引の発達を促すこと
になる。

④ 預金制度においては、国庫金は国の所有権から離れて、国が日本銀行に対して預金債権を持つに過ぎない。また、国庫金は、銀行
の営業資金とともに一団として運営され、その間に区別がないため、国庫金取扱銀行の基礎が危うくなり、取付け等が生じた場合
には、国庫金もまた損失を受けるおそれがある。しかし、金庫制度においては、こういう心配はない。したがって、預金制度の採
用は、銀行制度が発達し、国内銀行網が充実すると同時に、その基礎が強固で信用が確実であることによってなし得るものである。
このように、預金制度は金庫制度に比べるとはるかに進歩した制度である。しかし、わが国の現金預金制度には多分に金庫制度的な

性格が残っている。すなわち、純粋な形態の預金制度においては、国庫金取扱銀行は、政府預金の受払計算を明らかにすれば十分であ
り、国庫金の整理事務については政府部内で行われているが、わが国の預金制度においては、日本銀行が政府預金の受払を明らかにす
る預金経理のほか、官庁別、国庫計算科目別等の整理から、出納計算書の作成に至るまでの国庫金の内部経理事務を行っており、国庫
制度のなかで相当重要な機能を営んでいる。これは、日本銀行が金庫制度を通じて国庫事務を取り扱ってきた沿革的な事情に由来する
面もあるが、官庁会計と日本銀行において取り扱った国庫金とを相互に対照することによる官庁会計の正確を保持する等の理由による
ものということができよう。

出典：「会計法精解」（青木 孝徳 編）



３

金庫制度・指定金融機関制度 関係条文①

◇地方自治法（昭和22年法律第67号）

（金融機関の指定）
第二百三十五条 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の

事務を取り扱わせなければならない。
２ 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせ

ることができる。

（現金出納の検査及び公金の収納等の監査）
第二百三十五条の二 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならな

い。
２ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定

された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
３ 監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通

地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。
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金庫制度・指定金融機関制度 関係条文②

◇地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

（指定金融機関等）
第百六十八条 都道府県は、地方自治法第二百三十五条第一項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指

定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。
２ 市町村は、地方自治法第二百三十五条第二項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該

市町村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせることができる。
３ 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納及び支払の事務

の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
４ 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、

当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
５ 指定金融機関を指定していない市町村の長は、必要があると認めるときは、会計管理者をして、その取り扱う収

納の事務の一部を、当該市町村の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
６ 第一項又は第二項の金融機関を指定金融機関と、第三項の金融機関を指定代理金融機関と、第四項の金融機関を

収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。
７ 普通地方公共団体の長は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定し、又はその取消しをしようとすると

きは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。
８ 普通地方公共団体の長は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関又は収納事務取扱金融機関を定

め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。

（指定金融機関の責務）
第百六十八条の二 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括す

る。
２ 指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務（指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う事務を

含む。）につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する。
３ 指定金融機関は、普通地方公共団体の長の定めるところにより担保を提供しなければならない。
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金庫制度・指定金融機関制度 関係条文③

（指定金融機関等における公金の取扱い）
第百六十八条の三 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関は、納税通知書、

納入通知書その他の納入に関する書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に基づかなけ
れば、公金の収納をすることができない。

２ 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知に基づかなければ、
公金の支払をすることができない。

３ 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたと
きは、これを当該普通地方公共団体の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、指定代理金融機
関及び収納代理金融機関にあつては、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を指定金融機関の当
該普通地方公共団体の預金口座に振り替えなければならない。

４ 収納事務取扱金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該市町村の預金口
座に受け入れなければならない。この場合において、収納事務取扱金融機関は、会計管理者の定めるところにより、
当該受け入れた公金を会計管理者の定める収納事務取扱金融機関の当該市町村の預金口座に振り替えなければなら
ない。
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指定金融機関制度が預金制度であることを前提とした出納に関する規定

◇地方自治法（昭和22年法律第67号）

（支出の方法）
第二百三十二条の五 （略）
２ 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座

振替の方法によつてこれをすることができる

（小切手の振出し及び公金振替書の交付）
第二百三十二条の六 第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令

の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当
該金融機関に交付してこれをするものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があ
るときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。

２ （略）

◇地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

（口座振替の方法による歳入の納付）
第百五十五条 普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金

融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求
して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。
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国庫金に関する規定①

◇会計法（昭和22年法律第35号）

第三十三条 各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有
若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。

第三十四条 日本銀行は、政令の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
② 前項の規定により日本銀行において受け入れた国庫金は、政令の定めるところにより、国の預金とする。

第三十五条 国は、その所有又は保管に係る有価証券の取扱及びその保管に係る現金の利子の支払を日本銀行に命ず
ることができる。

第三十六条 日本銀行は、その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第十九条又は第二十一条
の規定により交付を受けた資金の収支及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払に関して、会計検査院の検
査を受けなければならない。

第三十七条 日本銀行が、国のために取り扱う現金又は有価証券の出納保管に関し、国に損害を与えた場合の日本銀
行の賠償責任については、民法及び商法の適用があるものとする。
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国庫金に関する規定②

◇予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）

（保管に係る現金の日本銀行への払込）
第百三条 各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。但し、数日内に払渡を

する必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。

（国の所有又は保管に係る有価証券の取扱）
第百四条 国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日

本銀行をしてその取扱をなさしめる。

（保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続）
第百五条 各省各庁の長の保管に係る現金若しくは有価証券又は国の所有に係る有価証券の取扱手続に関しては、法

律又は政令に特別の規定がある場合の外は、財務大臣がこれを定める。

（日本銀行における国庫金の出納事務の取扱）
第百六条 日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わな

ければならない。
② 日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。

（国の預金の利子）
第百七条 日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利

子を附さなければならない。

（国庫金出納報告書の提出）
第百八条 日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国庫金の出納報告書を財務大臣に提出しなければならない。
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国庫金に関する規定③

（国庫金出納計算書の作製及び送付）
第百九条 日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国庫金の出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類

を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
② 日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国債の発行による収入金及び国債元利払資金の収支を整理し、こ

れを前項の計算書に掲記しなければならない。
③ 財務大臣は、第一項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。

（有価証券受払計算書の作製及び送付）
第百十条 日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証

拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
② 財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。
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全国銀行データ通信システムについて

出典：全国銀行データ通信システムパンフレット（一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークHP）
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